
愛媛県ハンドボール協会規約 

 

第１章 総則 
第１条 この協会は、愛媛県ハンドボール協会（以下本会という）と称する。 

第２条 本会の所在地（事務局）は、会長の定めるところに置く。 

 

第２章 目的及び事業 
第３条 本会は、愛媛県におけるハンドボール競技の普及及び振興を図り、もって児童・青少年の健全な育成 

及び愛媛県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) ハンドボール競技の強化・普及・振興 

(2) ハンドボールの各種競技会の開催 

(3) ハンドボールの競技力の向上と技術力の強化 

(4) ハンドボール競技の指導者及び審判員の養成 

(5) ハンドボールの各種大会（ブロック大会、全日本大会等）への参加と代表選手等の派遣 

(6) 前条の目的を達成するために必要なその他の事業 

 

第３章 組織・役員 
第５条 本会は、（公益財団法人）日本ハンドボール協会に加盟した愛媛県内のハンドボール競技団体及び 

個人をもって構成する。 

第６条 本会に次の役員を置く。ただし、理事会等の承認を得て、各役員とも若干名の変更ができる。 

(1) 会  長  １ 名 

(2) 副 会 長  １ 名 

(3) 顧  問  若干名 

(4) 参  与  若干名 

(5) 監  事  ３ 名 

(6) 理 事 長  １ 名 

(7) 副理事長  １ 名 

(8) 常務理事  １５名（事務局長を含み、会計を担当する。） 

(9) 理  事  第９条に該当する者 

(10) 代 議 員  第８条に該当する者 

第７条 会長、副会長は理事会の推薦により、代議員会において決定する。会長は、本会の代表として会務 

を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代行する。 

第８条 代議員は、毎年度本会に登録した加盟チームより１名を出すことを原則とする。 

第９条 常務理事、理事は、原則として代議員の中から選出し、会長はそれを委嘱する。上記の他に会長は、 

ハンドボールに関して学識経験のある者の中から代議員会の同意を得て理事を委嘱することができる。 

第１０条 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。理事長は、本会の会務を執行 

し、会長、副会長が事故ある時はその職務を代行する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故ある 

時は、その職務を代行する。 

第１１条 監事は、会長が委嘱し会計監査を行う。 

第１２条 顧問、参与は会長が委嘱する。 

第１３条 本会に次の専門部を置く。 

(1)国体強化部、(2)国体準備部、(3)国体事務局、(4)強化部、(5)指導部、(6)審判部、(7)競技部、(8)普

及部、(9)社会人部、(10)事業部、(11)総務部、(12)高体連専門部、(13)中体連専門部 

２ 各専門部の部長、副部長並びに部員は、理事の中から選出し理事会で決定する。 



第１４条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第４章 会議 
第１５条 代議員会は、毎年度４月第一週日曜日に開催するほか、必要がある場合は会長が招集し議長となる。 

ただし、代議員の３分の１以上の要求があるときは、代議員会を開かなければならない。 

２ 代議員会は、代議員の２分の１の出席（委任状含む）により成立する。 

３ 代議員会は、次の事項を審議する。 

(1) 事業報告及び事業計画 

(2) 決算及び予算 

(3) 規約の改正 

(4) 役員の選出 

(5) その他必要な事項 

４ 代議員会の決議は、出席者の２分の１以上、また規約の改正については、代議員会の３分の２以上の同

意を得なければならない。 

第１６条 常務理事会は、必要に応じて理事長が招集する。常務理事会は理事長、副理事長、常務理事をもっ 

て構成し、本会の日常業務の執行機関とするとともに緊急事項を処理する。 

第１７条 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。理事会は理事長、副理事長、理事をもって構成し、こ 

の規約に定める事項のほか、代議員会に付議すべき事項を審議決定する。 

 

第５章 会計、事業報告及び決算等 
第１８条 本会の経費は、登録料、参加料、補助金及び寄付金その他収入によってあてる。 

第１９条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が関係書類を作成し、監事の監査を受

けた上で、理事会の承認を経て代議員会に提出し、報告、承認を受けなければならない。 

２ 前項の書類のほか、次の書類を事務局に５年間備え置くものとする。 

(1) 監査報告 

(2) 理事及び監事並びに代議員の名簿 

(3) 理事及び監事並びに代議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 

第２０条 本会の会計年度は、毎年 4月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６章 加盟団体 
第２１条 次に掲げる団体で、本会の趣旨に賛同するものは、理事会の決議を経て加盟団体となることができる。 

(1) 愛媛県内の各市町を代表するハンドボール協会（各市町協会） 

(2) 愛媛県内に組織されたハンドボール競技団体 

２ 加盟団体に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。 

第２２条 本会の加盟団体が脱退しようとする時は、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の同意を得なけ

ればならない。 

第２３条 本会の加盟団体が次の各号の一に該当する時は、理事会の決議を経て、これを除名する事ができる。 

(1) 本会の加盟団体としての義務に違反した時 

(2) 本会の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為のあった時 

第２４条 加盟団体は、理事会において定める分担金を納入しなければならない。 

 

第７章 附記 
第２５条 本規約は、平成２８年４月１日より施行する。 

 


